
随意契約の結果
平成１９年４月１日～４月３０日契約締結分

独立行政法人住宅金融支援機構九州支店

業務又は物品購入等契約の名称
及び数量等

契約担当役の氏名及びその所属
する支店の所在地

契約を締結した日 契約相手方の氏名及び住所 契約金額 随意契約によることとした理由 備考

複写機保守

九州支店契約担当役
阿部勝次
福岡県福岡市中央区天神４丁目1
番37号

平成19年4月2日
富士ゼロックス（株）
福岡県福岡市博多区博多駅前
1丁目6番6号

3.5円/枚 他
会計規程第25条第１項
契約相手方は、保守を行う上での専門知識を有
しており、当該機器を熟知しているため

単価契約
年間想定金額 1,200,000円

複写機保守

九州支店契約担当役
阿部勝次
福岡県福岡市中央区天神４丁目1
番37号

平成19年4月2日
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)
福岡県福岡市博多区東比恵
1丁目2番12号

3.5円/枚 他
会計規程第25条第１項
契約相手方は、保守を行う上での専門知識を有
しており、当該機器を熟知しているため

単価契約
年間想定金額 1,200,000円

昼食補助券購入

九州支店契約担当役
阿部勝次
福岡県福岡市中央区天神４丁目1
番37号

平成19年4月2日
(株)ﾊﾞｰｸﾚｰｳﾞｧｳﾁｬｰｽﾞ
東京都千代田区九段南
3丁目9番14号

2,100,000円

会計規程第25条第１項
事務所所在地近傍の複数店舗における利用が
可能であり、契約相手方として最も相応しいた
め。

レイアウト変更経費

九州支店契約担当役
阿部勝次
福岡県福岡市中央区天神４丁目1
番37号

平成19年4月2日
(有)正文堂
熊本県熊本市坪井３丁目1-24

1,747,100円
会計規程第25条第１項
所定の条件及び期間内に当該業務を行うことの
出来る者が契約相手方のみであるため。

複写機保守

九州支店契約担当役
阿部勝次
福岡県福岡市中央区天神４丁目1
番37号

平成19年4月2日
富士ゼロックス鹿児島(株)
鹿児島県鹿児島市下荒田１丁目１番１号

3.5円/枚 他
会計規程第25条第１項
契約相手方は、保守を行う上での専門知識を有
しており、当該機器を熟知しているため。

単価契約
年間想定金額 1,500,000円

事務所賃貸借契約

九州支店契約担当役
阿部勝次
福岡県福岡市中央区天神４丁目1
番37号

平成19年4月2日
(株)第１ビﾙディング
東京都中央晴海１丁目
8番10号

1,814,400円
会計規程第25条第１項
業務上、引き続き事務所を賃貸する必要がある
ため。

宿舎借上

九州支店契約担当役
阿部勝次
福岡県福岡市中央区天神４丁目1
番37号

平成19年4月2日 個人情報保護法に基づき非公表 816,000円
会計規程第25条第１項
宿舎として相応しい物件の賃貸人であるため。

宿舎借上

九州支店契約担当役
阿部勝次
福岡県福岡市中央区天神４丁目1
番37号

平成19年4月5日 個人情報保護法に基づき非公表 810,000円
会計規程第25条第１項
宿舎として相応しい物件の賃貸人であるため。

（注１）金額については、消費税等相当額を含む。
（注２）当機構会計規程施行細則第40条の規定に基づく公表である。


